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（別紙） 

社会福祉施設への退院受入支援事業に係る留意事項（Q&A）（令和３年３月 22 日改正） 

区

分 
質問 回答 

１ 

退院受入支援（１名受け入れあたり

10 万円）の対象となる「社会福祉施設

等」はどこまでが対象でしょうか。 

高齢者施設においては、特別養護老人ホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、

認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高

齢者向け住宅が対象になります。なお、退院時に一定期間

（10 日程度）の受け入れを想定している場合や入所施設

が併設の短期入所を経由して引き続き受け入れを予定し

ている場合には、短期入所の形で受け入れる場合であっ

ても当該退院受入支援の対象となります。 

２ 

退院受入支援（１名受け入れあたり

10万円）の対象となる患者はどのよう

な方でしょうか。 

新型コロナウイルス感染症に感染して保険医療機関に

入院した者であって、「感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感

染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改

正）」（令和３年２月 25 日付け健感発 0225 第１号）及び

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴があ

る入国者の方々の健康フォローアップ及び SARS-CoV-2 

陽性と判定された方の情報及び検体送付の徹底につい

て」（令和３年２月 25 日付け（最終改訂令和３年３月８ 

日）事務連絡）に示されている退院基準を満たして同医療

機関から社会福祉施設等に退院する患者が対象になりま

す。 

このため、新型コロナウイルス感染症の受入医療機関

から一般の医療機関に退院（転院）し、その後社会福祉施

設等に退院する場合は、本退院受入支援の対象とはなり

ませんので御留意ください。 

３ 

退院時支援の対象となる患者を受

け入れたことはどのように証明すれ

ば良いのでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関が発行す

る「退院基準満了証明書」により確認することを原則とし

ます。 

ただし、個別の事情により「退院基準満了証明書」によ

る確認ができない場合は、その事実を確認できる書類に

より確認することも可能としますので、個別に御相談く

ださい。 

４ 

退院時支援の対象となる患者を受

け入れる際に（ＰＣＲ）検査を実施し

て陰性が確認された場合には退院受

入支援の対象にはならないのでしょ

うか。 

（ＰＣＲ）検査の実施の有無及び結果は退院支援の対

象となるかどうかの判断に影響しませんので、（ＰＣＲ）

検査を実施して陰性が確認された場合でも本退院受入支

援の対象になりますが、対象者は感染性が極めて低いこ

とから検査を実施しなくても退院基準を満たすものであ

ることを御理解いただき、早期の退院受入れに御協力い

ただきますようお願いします。 
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５ 

支給対象となる退院患者の受入れ

期間はいつまでか。また、実際に退院

患者を受け入れた日が期間中である

ことが必要でしょうか。 

令和３年１月１４日以降（当面の間）に退院患者を受入

れた場合、支援金を支給します。 

退院患者を受け入れることが決まった日が対象期間中

であったとしても、実際に受け入れた日が対象期間後で

あれば本退院受入支援の対象とはなりません。 

６ 
退院時の受入方法としてはどのよ

うな対応をするのが良いのか。 

「高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生

に備えた対応等について」（令和２年６月 30 日付厚生労

働省事務連絡）では、「他の入所者と同様に、毎日の検温

の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等に

より、日頃から入所者の健康の状態や変化の有無等に留

意すること」とされており、基本的には他の入所者と同様

に対応いただければ良いものと考えています。 

７ 

「10 日間の入所（健康管理）を行う

こと」との記載があるが、特別な健康

管理の実施が要件となるのか。 

本事業による支援金の支給に当たって特別な健康管理

の実施を要件とするものではありません。 

ただし、「人工呼吸器などによる治療を行った場合」で

「発症日から 15 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間

経過した場合」による退院の場合は、発症日から 20 日経

過するまでは「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患

者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑

応答集（Q＆A）」（令和３年２月 25日付厚生労働省事務連

絡）問 19に基づく適切な感染予防策を講じる必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


